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１ 序文 

群馬県市町村会館管理組合（以下「本組合」という。）における女性職員の活躍の推進

に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条に基づ

き、本組合管理者が策定する特定事業主行動計画である。 

 

 

２ 計画期間 

  本計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間とする。 

 

 

３ 平成２６年度の状況 

（１）男女別職員数 

   本組合には、男性職員４名、女性職員１名の合計５名の職員が在職している。※ 

（※併任職員を除く。） 

 

（２）採用した職員に占める女性職員の割合 

   平成２６年度における職員採用の実績はなかった。 

 

（３）平均した継続勤務年数の男女差異（離職率の男女の差異） 

平均継続勤務年数は、男性で１９．２年、女性で３０年であった。 

本組合では、男女ともに継続勤務年数は長い傾向にあるが、これは平成１０年度に

男性職員１名採用以降、平成２６年度までの１６年間職員の採用実績が男女ともなか

ったことが影響している。 

 

（４）職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

平成２６年度における職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間については、下表

のとおりである。 

本組合は比較的超過勤務時間が少ない状況にあり、男性職員、女性職員ともに超過

勤務時間に差はなかった。 

今後とも、超過勤務時間の縮減については、女性職員の活躍推進のため以外でも、

男女ともに取り組んで行かなければならない。 



     

超過勤務時間一覧    平成２６年度     （単位：時間） 

 女性① 男性① 男性② 男性③ 男性④ 

4月 ２ １ ０ １ １５ 

5月 １ ３ ０ ２ ４ 

6月 ０ ３ ０ ２ ０ 

7月 ０ ２ ０ ０ ０ 

8月 ０ ０ ０ ２ ０ 

9月 ０ ０ ０ ２ ０ 

10月 ０ ０ ０ ４ ０ 

11月 ２ ０ ０ １ １ 

12月 ２ ０ ５ ０ ０ 

1月 ０ ２ ０ ０ ０ 

2月 ３ ４ ０ ０ ０ 

3月 ０ ３ ０ ８ ０ 

合計 １０ １８ ５ ２２ ２０ 

 

（５）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

区  分 
７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

事務局長 次 長 課 長 係 長 主 幹 主 任 主 事 主 事 

職 員 数 0人 0人 0人 1人 3人 1人 0人 0人 

男  性 

職 員 数 
0人 0人 0人 0人 3人 1人 0人 0人 

女  性 

職 員 数 
0人 0人 0人 １人 0人 0人 0人 0人 

女性職員 

割  合 
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

（６）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

   課長以上の役職の職員は、全職員５名中０名であった。※ 

（※課長以上は、他団体の併任職員であるため。） 

 

（７）男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

   男女ともに育児休業取得の実績はなかった。 

 

（８）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

   平成２６年度における配偶者出産休暇の取得対象となった男性職員はいなかった。

また、育児参加のための休暇の取得対象となった男性職員は２名で、育児参加のた

めの休暇が１日であった。 

 

 

 

 



４ 数値目標 

① 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合については、現状、課長以上の 

役職にいる女性職員がいない状況であるが、これは、本組合職員の年齢が比較的 

若く、管理的地位に就く年齢に該当する職員が男女ともにおらず、他団体からの 

併任職員が管理的地位に就く組織体制であることが要因である。 

このことから、具体的な数値目標として下記の設定をする。 

 

平成３３年度までに、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を２０％ 

以上にする。 

 

  今後、一層の経験を積み、本組合職員が管理的地位に就く組織体制となること 

が望ましい。 

 

 

② 男性職員の育児参加のための休暇の取得実績が少ないため、積極的な取得につ 

いて、周知徹底しなければならないが、今後は男性職員の育児参加のための休暇 

の取得対象が少なくなることが予想されることから、長期的な数値目標を設定す 

ることは困難である。 

 

 

５ 取組み内容 

４で設定した数値目標の達成のため、以下に掲げる取組みを行う。 

なお、この取組みは、本組合において女性職員の職業生活における活躍に関する状況

を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するもの

から順に掲げている。 

 

①  平成２８年度より、組織として女性管理職の育成を図る。 

②  平成２８年度より、女性職員の外部研修（市町村アカデミー等）を積極的に行

う。 

                                      以上 


